
岡山市からのお知らせ

事業向上補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の見直し
（業態の転換等）を行う市内事業者に補助金を支給します。

商工業者
向 け

以下の(1)(2)(3)の全ての要件を備えている事業者
(1) 主たる事業所が岡山市内にある小規模事業者又は中小企業者

(2) 令和２年２月～８月までのいずれか１か月の売上高

が、前年同月比５０％以上減少していること。

(3) 令和2年2月1日～9月30日までに補助対象となる

取り組みを行い、支払いが完了したものであること。

※国・県・市等、他の補助金の対象となっている経費は本補助金の対象になりません。
※ 一度補助を受けた方は、再度補助申請することができません。
※ 国の「持続化給付金」及び市の「事業継続支援金」との重複受給は可能です。

【補助対象者】

補助対象となる取り組みを実施する事業者に対し、金銭的な給付を行うものです。
１．原則返済不要
補助金は融資とは異なり原則返済不要です。ただし使途は補助金の主旨に沿った新たな取り組みに限定されます。

２．使える経費が決まっています
補助金により対象となる経費が決まっています。詳細は次ページ以降を参照してください。

【補助金とは・・・】
※当事業は給付金ではなく補助事業です。

申請書等を郵送でご提出ください。
詳細は最終頁の【申請の流れ】
又は岡山市ホームページを参照
してください。

【申請方法】

岡山北商工会、岡山西商工会
岡山南商工会、赤磐商工会瀬
戸支所、岡山商工会議所
（連絡先は最終頁参照）

【問合せ先・郵送先】

【募集期間】令和2年6月15日(月)～10月31日(土)
※令和2年2月～8月の売上減少率が５０％以上の事業者が対象

(1) テレワークの導入
(2) テイクアウト・ドライブスルー・デリバリー・移動販売の導入
(3) インターネット販売等の通信販売の導入
(4) インターネットを利用した販路拡張（Ｗｅｂ展示会・オンライン商談会等）
(5) オンラインレッスン・Ｗｅｂセミナー・課金制ライブ配信等の導入
(6) 店舗改修工事（業態転換に伴う工事、３密対策のための空調設備導入等）
(7) 感染症対策用品の製造への参入
(8) ウィズコロナ時代にふさわしい新事業への転換・参入、新しいサービスの開始、新商品の開発等
(9) テラス営業の導入（※7月14日追加）
※取り組みの事例について、詳細は岡山市ホームページに掲載のQ&Aを参照してください。

【補助対象となる新たな取り組み】 ※(1)～(9)の複数の組み合わせも可能です。

①上限１０万円 対象：小規模事業者

②上限２０万円 対象：中小企業者

※実際に支払った経費(税抜き)の範囲内で支給されます。 上限額まで10/10補助（千円未満切り捨て）

（補助金に算定される対象経費については、次ページを参照してください）
※事業終了後の交付（精算払）となります。

【補助額】 ※複数取り組んだ場合も、上限額は同じです。

※小規模事業者・中小企業者の定義
は３ページ目をご確認ください。
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【補助対象となる経費の一覧】

【補助対象とならない経費の一覧】

次の経費は補助の対象になりません。

×公租公課（消費税及び地方消費税、健康保険料や労働保険料等）

×継続的経費（家賃、駐車場代、光熱水費等）
×人件費（給与、役員報酬等）
×文房具・事務用品等の消耗品費（はさみ、ペン、封筒、インクカートリッジ、CD/DVD、USBメモリ、電池等）
×通信費（携帯電話料金、Wi-Fi使用料、インターネット回線使用料、プロバイダー料金等）
×支払にかかる手数料等（振込手数料、代引手数料、ネット決済手数料等）
×決算書作成や税務申告等のために税理士・会計士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用等
×各種保険料等
×借入金の支払利息・遅延損害金、損失補填等
×飲食・接待等にかかる費用
×当補助金申請にかかる書類作成支援や郵送料等の費用
×その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

【補助対象となる経費の一覧】に「経費の例」として挙げた経費であっても、次のものは補助対象外となります。
×令和2年1月31日以前に支払ったもの、及び令和2年9月30日に支払いが完了していないもの
×取り組みに伴って発生したものではない経費
×領収書や振込明細等の宛名が社名・代表者名・屋号以外のもの、領収書等の宛名が空欄のもの
×法人名義又は代表者名義以外のクレジットカードで支払ったもの
×一般価格や市場相場等と比べて著しく高額なもの及び中古品
×グループ企業や関連会社、自社の役員や社員等に対して支払ったもの
×手形・小切手・金券・商品券・ポイント等による支払いを行ったもの
×他の取引と混在した支払いであって明細等で当該経費が判別できないもの
×他の取引との相殺による支払いを行ったもの
×領収書、振込データ、通帳等、支払いが確認できる書類が提出できないもの
×国・県・市等、他の補助金の対象となっている経費

記
号

科目 新たな取り組みに係る経費の例

A
機器・車両等購入費
（またはリース費用）

テレワーク用ＰＣ・周辺機器、ソフトウェア、Ｗｉ-Ｆｉ機器、Ｗｅｂ会議用機器、

厨房機器、調理機器、空調機器、配達車両、配達用具、移動販売車、

貸オフィス事業参入にかかるオフィス家具、感染症対策用品生産設備等

B 利用料・手数料

宅配代行サービス利用料、Ｗｅｂ会議システム利用料、ＥＣモール出展料、

動画配信システム利用料、電子チケットプラットフォーム利用料、

ソフトウェアライセンス料、Ｗｅｂ展示会出展料、オンライン商談会参加費用等

C 材料費 新商品開発にかかる試作品材料費等

D 外注費

テレワーク導入・セキュリティー・マーケティング等のコンサルティング費用、

配達車両改造費用、ホームページ制作・改修費用、店舗改修にかかる作業工賃、

システム保守費用、オンラインレッスン等動画コンテンツ作成費用等

E 消耗品費 テイクアウト用持ち帰り容器・使い捨て食器等

F 広告宣伝費

看板・のぼり等の作成費用、パンフレット・ポスター等の作成費用、

テイクアウト用メニュー表の作成費用・商品画像撮影費用、PR動画作成費用、

テレビ・新聞・雑誌・インターネット等の広告掲載費等

次の要件をすべて満たす経費が補助の対象となります。
・新たな取り組みに伴って発生した経費であること
・令和2年2月1日から令和2年9月30日までに支払った経費であること
・岡山市内の事業所（オフィス・店舗・工場等）における新たな取り組みに係る経費であること



【小規模事業者と中小企業者の定義】

補助対象となりうる者 補助対象にならない者

(令和２年４月１日までに開業している事業者
が対象)

○会社および会社に準ずる営利法人
（株式会社、合名会社、合資会社、合同
会社、特例有限会社、企業組合・ 協業
組合）

○個人事業主（商工業者であること）

○以下の要件を満たした特定非営利活動法人

・法人税法上の収益事業
（法人税法施行令第５条に規定される
３４事業）を行っていること

・ 認定特定非営利活動法人でないこと

○一般社団法人、公益社団法人

○一般財団法人、公益財団法人

○医療法人、学校法人 、農事組合法人 、社会福祉法人

○宗教上の組織若しくは団体

○協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く）

○任意団体 等

○医師、歯科医師、助産師

○系統出荷による収入のみである個人農業者

（個人の林業・水産業者についても同様）

◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項

各号及び６項から１０項に規定する営業並びに当該営業に係る同条

１３項に規定する「接客業務受託営業」を行う者

※「常時使用する従業員の数」には、代表者、役員、家族従業員、パートは除きます。
※ 中小企業者については、「従業員の数」と「資本の額又は出資の総額」のいずれか一方を満たせば該当します。
※ 「補助対象となりうる者」の要件を満たした特定非営利活動法人については、事業内容により5人以下又は20人

以下の従業員数であれば「小規模事業者」、これを超え、2,000人以下の場合は「中小企業者」となります。

小規模事業者 中小企業者
（下記のいずれかを満たすこと）

業種分類
（申請書の「業種」欄にア～コの記号と具体的な業種を記入してください）

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数

資本の額又は
出資の総額

商 業
(ア) 卸売業

0人～5人

6人～100人 1億円以下

(イ) 小売業 6人～50人

5千万円以下
サービス業

(ウ) サービス業（宿泊業・娯楽業を除く） 6人～100人

(エ) 娯楽業

0人～20人

21人～100人
(オ) 宿泊業（旅館業を除く）

(カ) 旅館業 21人～200人

製造業

(キ) 製造業（ゴム製品製造業を除く） 21人～300人

3億円以下

(ク) ゴム製品製造業（①②を除く） 21人～900人

(ケ) ①タイヤ・チューブ製造業(自動車・航空機用)

②工業用ベルト製造業

21人～300人
その他

(コ) ソフトウェア業・情報処理サービス業

建設業・運輸業・その他の業種

「小規模事業者」と「中小企業者」は下表のとおり従業員の規模で区分されます。

「個人事業主」と「法人」の区別とは異なりますのでご注意ください。



【申請の流れ】

①補助対象となる取り組みを実施（令和2年2月1日～令和2年9月30日までに支払いを完了）

②以下の書類を「問い合わせ先・郵送申請先」に郵送（事業所の所在地によって異なります）
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、窓口での受付は行いません。申請は郵送のみの受付となります。
ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

●岡山市事業向上補助金交付申請書（様式第1号）
●添付書類（詳細は様式第1号の裏面をご覧ください）

(1) 事業計画書兼実施報告書（様式第2号）
(2) 補助事業の実施が確認できる写真
(3) 事業の実施に要した経費の支払いを証する書類
(4) 売上高の減少率が確認できる書類
(5) 補助金振込口座の通帳の写し
(6) 本人確認書類の写し（個人事業主の場合）

※封筒の表に「岡山市事業向上補助金申請書在中」と朱書きしてください。
※岡山市長より「セーフティネット」等で、売上高の減少率が50％以上である
認定を受けている場合は、その認定証の写しを(4)に代えることができます。

※申請様式は岡山市及び申請先のホームページよりダウンロードできるほか、
岡山市の本庁舎、各区役所、支所、地域センター及び各申請先で配布します。

③提出書類を審査の上、補助が決定した場合は補助金額を確定し、指定口座に補助金を振り込みます。

【募集期間】 令和2年6月15日(月)～令和2年10月31日(土)（消印有効）

QRコードはデンソーウェーブの登録商標です

岡山市ホームページ
QRコード

事業所所在地 お問い合わせ先・申請先 住所 連絡先

御津地区、一宮地区、津高地
区、上道地区、建部地区

岡山北商工会 〒709-2121 
岡山市北区御津宇垣1630-1

086-724-2131

吉備地区、高松地区、足守地
区

岡山西商工会 〒701-0153 
岡山市北区庭瀬488-6

086-293-0454

藤田地区、妹尾地区、福田地
区、興除地区、灘崎地区

岡山南商工会 〒701-0221 
岡山市南区藤田564-131

086-296-0765

瀬戸地区（旧 赤磐郡瀬戸町） 赤磐商工会
瀬戸支所

〒709-0861
岡山市東区瀬戸町瀬戸91-15

086-952-0323

商工会地区を除く岡山市内 岡山商工会議所 〒700-8556
岡山市北区厚生町3-1-15

086-232-2266

問い合わせ先・郵送申請先（問い合わせ時間：平日午前９時から午後５時）

申請書、記載要領、Q&A等の
ダウンロードはこちら⇩から

【ご注意ください】
※クレジットカードで支払いを行った場合は、次の①②③を添付してください。
① クレジット払いであること及び金額の内訳が明記された領収証
② カード会社発行の「カード利用明細」 ③ 引き落としが確認できる通帳の写し

※空気清浄機については、換気（外気を取り入れて室内の空気を排出する）機能を有し、かつ設置に工事を伴う
場合に限り、本補助金の対象となります。


